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港湾整備

基本方針

港湾計画

1

国による資金の融通・斡旋

岸 壁 航 路 泊 地 防波堤 ・・・ 臨海部
土地造成岸壁ふ頭用地 荷役機械 上 屋

港湾整備事業（公共事業）
（国・港湾管理者）

港湾整備促進法

特定港湾施設整備事業基本計画

特定港湾施設整備事業（起債事業）
（港湾管理者）

港 湾 法

事業評価※2

注）公共施設の整備を中心に記述。また､二重線内は交通政策審議会港湾分科会での審議事項
※1 ：港湾整備事業と一体として実施する場合は事業評価を実施
※2 ：交通政策審議会港湾分科会事業評価部会で審議

国の港湾行政の指針として国土交通大臣が定める基本方針
（基本方針：港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針）

基本方針に適合し、港湾管理者が定める港湾計画
（港湾計画：港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する計画）

※１ ※１ ※１

港湾整備の枠組と概要



・港湾管理者が､地方債（公営企業債）により資金を調達し､実施する事業。

・港湾管理者は､施設の使用料収入や土地の売却益等により､償還を行う。

2

【特定港湾施設整備事業とは】

（起債事業）

ふ頭用地
港湾関連用地等

工 業 用 地

荷役機械

上屋引船
（タグボート）

業務ビル

工場

岸
壁

防
波
堤

航路・泊地

港湾整備事業

港湾機能施設整備事業 臨海部土地造成事業

特定港湾施設整備事業

(※)

港湾・臨海部の産業空間としての一体的な機能の確保

【各事業対象箇所（イメージ）】

（公共事業）

※港湾関連用地等
港湾計画に定められた 港湾関
連用地、交流厚生用地、都市
機能用地、交通機能用地 など

特定港湾施設整備事業について
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【対象となる港湾】

・国際戦略港湾 ５港

・国際拠点港湾 １８港

・重要港湾 １０２港

・政令で定める地方港湾※ ８１港 → 計 ２０６港 （港湾整備促進法 第２条第１項）

※整備を促進することが著しく国民経済の発展もしくは国土の開発に寄与すると認められる港湾として、港湾整備促進法施行令にて規定

【対象となる工事】

事業区分 施設区分 主な施設と事業内容 港湾整備促進法 第２条第１項

港湾機能施設
整備事業

上屋 上屋の新設、改良、延命化等
荷さばき施設（固定式荷役機械、軌道
走行式荷役機械、荷さばき地及び上
屋）の建設、改良又は復旧（第１号）

荷役機械
ガントリークレーン、アンローダー等
の荷役機械の新設、改良、延命化等

ふ頭用地 ふ頭用地の造成、改良等

貯木場 貯木場の造成、改良等 貯木場の建設、改良又は復旧（第３号）

引船 引船（タグボート）の建造等
船舶の離着岸を補助するために使用
する船舶の建造（第４号）

臨海部
土地造成事業

港湾関連
用地等

港湾関連用地等の造成等 港湾区域内又は臨港地区内において
行う水面の埋立て、盛土、整地等によ
る土地の造成又は整備（第２号）工業用地 工業用地の造成等

特定港湾施設整備事業の対象港湾と対象工事
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④答申⑤請議

⑦当該港湾における
基本計画の通知

（地方財政法
第５条の３第１項）

内 閣
（閣議）

地 方 公 共 団 体 ・ 港 湾 管 理 者

総 務 省

財 務 省
（財政融資資金の融通）

①当該港湾の事業に
関する資料の提出

交通政策審議会
（港湾分科会）

地方債の
協議等

同意

同意 協議等
（地方財政法

施行令）

港湾整備促進法に基づく手続き地方財政法に基づく手続き

⑥承認 ③諮問

(港湾整備促進法
第３条第３項)

(港湾整備促進法
第４条第１項)

（港湾整備促進法
第６条第１項)

国土交通省
②特定港湾施設整備事業基本計画の作成

（②～⑥
港湾整備促進法第３条第１項）

⑧資金の融通
のあっ旋

【資金融通等の手続き】

国土交通大臣は、港湾整備促進法に基づき、特定港湾施設整備事業に要する費用に充てるための資金
の融通のあっ旋をする。このため、国土交通大臣は、特定港湾施設整備事業基本計画を作成する。
政府は、特定港湾施設整備事業基本計画に基づき、財政融資資金を融通するように努めなければなら

ない。

基本計画の作成と資金融通等の手続き



5

【特定港湾施設整備事業基本計画】

特定港湾施設整備事業基本計画は、施設毎の各年度の数量および事業費、実施対象港
を定めたもの。

【対象事業の要件】

①港湾整備促進法第２条第１項第１号から第４号に定められた対象工事であること

・上屋 ・荷役機械（固定式及び軌道走行式） ・ふ頭用地 ・貯木場 ・引船
・港湾区域又は臨港地区内において行う土地の造成又は整備

②各港の港湾計画と整合した事業であること

・土地利用計画等との整合

③港湾整備事業の実施状況と整合が図られている事業であること

・岸壁､防波堤､航路･泊地等の整備状況との整合

④地元関係者との調整等､事業実施に向けた調整が調っている事業であること

・漁業補償、埋立免許等の調整

基本計画と対象事業の要件



6注）合計は四捨五入の関係で一致しない場合がある。

令和元年度 特定港湾施設整備事業基本計画（案） 概要

区 分 数 量 事業費 港 数

上屋 ５２棟 ６６億円 ２３港

荷役機械 ４１基 １２２億円 ２２港

ふ頭用地 １,６８０千m2 ３１２億円 ６１港

引船 １隻 ３億円 １港

港湾機能施設整備事業 ――― ５０４億円 ７０港

港湾関連用地等 ５８６千m2 ２２７億円 １４港

工業用地 ２６２千m2 ６２億円 ９港

臨海部土地造成事業 ――― ２８９億円 １８港

特定港湾施設整備事業 ――― ７９３億円 ７８港

基本計画（案） 概要



注）合計は四捨五入の関係で一致しない場合がある。

特定港湾施設整備事業費の推移②

港湾機能施設整備事業費の推移 臨海部土地造成事業費の推移

特定港湾施設整備事業費の推移
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仙台塩釜港（仙台港区向洋地区） ［港湾管理者：宮城県］

施設名 全体事業費
事業期間
（年度）

過年度
実績額

令和元年度
事業費

ふ頭用地Ⅰ 62.8億円 H19－R3
45.7億円
（造成）

5.4億円
（造成）

ふ頭用地Ⅱ 10.0億円 H30－R4
0.3億円

（調査･設計）
-

仙台塩釜港
（仙台港区）

○事業概要
仙台港区向洋地区は高砂コンテナターミナルを擁し、背後の自動車関連

産業、製紙業、住宅産業など主要産業の活動を物流面で支えている。
近年のコンテナ取扱量及び航路便数の増加により、岸壁延長の不足やコ

ンテナヤードの不足等の課題が顕著となったことから、直轄岸壁整備に合
せてふ頭用地を整備し、物流の効率化を図る。

○港湾概要
仙台塩釜港は、平成24年に仙台港、塩釜港、石巻港の3港が統合してで

きた国際拠点港湾であり、東北の国際コンテナ物流の約6割を扱うなど、
東北地域の経済･産業を支える重要な港湾である。
平成23年の東日本大震災において甚大な被害を被ったものの、多くの主

要貨物は回復しており、仙台港区周辺には、復興需要を契機に大型物流施
設の立地が相次ぎ、物流拠点化が進んでいる。

仙台塩釜港（仙台港区）

中野地区

該当箇所

栄地区

中野南地区
向洋地区

凡 例
ふ頭用地

高砂コンテナターミナル

主な案件の予定箇所(増大する貨物の流通効率化によるサービス向上)

Ⅰ

Ⅱ

8

Web「地理院地図」より国土交通省作成



凡 例
整備箇所

直轄事業

凡 例
整備箇所

主な案件の予定箇所(増大する貨物の流通効率化によるサービス向上)
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9出典：港湾統計



施設名 全体事業費
事業期間
（年度）

過年度
実績額

令和元年度
事業費

荷役機械 95.7億円 H28－R1
66.2億円
（製作）

29.5億円
（製作・据付）

ふ頭用地（造成） 177.4億円 H7－R2
152.9億円

（護岸、埋立他）
19.3億円

（埋立・盛土他）

ふ頭用地（改良） 156.0億円 H30－R2
10.0億円

（地盤改良、舗装）
76.7億円

（地盤改良、舗装）

小名浜港

○事業概要
国際バルク戦略港湾である小名浜港のバルク貨物取扱機能の強化と埠頭

運営のさらなる効率化を図り、小名浜背後企業の産業競争力を強化するこ
とを目的とする。
本アンローダを設置する水深18m岸壁は、平成30年度に直轄整備により

完成しており、引き続き、東港地区の全面供用に向け整備を進めている。

○港湾概要
小名浜港は、東京と仙台のほぼ中間、福島県沿岸南東部のいわき市に位

置する重要港湾であり、国際貿易港として経済活動を支えている。また、
東日本有数の石炭取扱港湾であり、東日本地域のエネルギー供給を支える
産業・物流拠点として今後の更なる発展が見込まれている。
東港地区の岸壁背後には鉱産品や化学工業品を取り扱う工場が立地する

など、物流に重要な役割を果たしている。

10

Web「地理院地図」より国土交通省作成

小名浜港（東港地区） ［港湾管理者：福島県］

主な案件の予定箇所(国際バルク戦略港湾［石炭］の推進)

小名浜港

渚地区

該当箇所

高山地区

栄町地区

東港地区



主な案件の予定箇所(国際バルク戦略港湾［石炭］の推進)

東港地区

凡 例
荷役機械
ふ頭用地（造成）
ふ頭用地（改良）
他事業

アンローダー

コンベアー

ホッパー

アンローダー

広野火力発電所
（既設）

常磐共同火力(株)
勿来発電所（既設）

小名浜港

※IGCC：従来の石炭火力より高効率でCO2排出量も少ない

令和3年までに勿来ＩＧＣＣパワー合同会

社及び広野ＩＧＣＣパワー合同会社が、新た
な発電設備（石炭ガス化複合発電（IGCC））

の運転開始を目指し、現在整備中であるこ
とから、今後も石炭の取扱量の増加が見込
まれる。

【 石炭貨物需要の見込み】

アンローダー（イメージ）
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輸入 移出 移入

出典：港湾統計 11
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敦賀港（金ヶ崎地区） ［港湾管理者：福井県］

施設名 全体事業費
事業期間
（年度）

過年度
実績額

令和元年度
事業費

ふ頭用地 1.3億円 H30－R1
0.8億円

（照明施設・
フェンス設置）

0.5億円
（照明施設・

フェンス設置）

主な案件の予定箇所(新規航路の就航に合わせた利便性の向上)

敦賀港

○事業概要
金ヶ崎地区においては、平成31年4月より敦賀-博多航路の新規RORO船が

就航しているが、当港への着岸・荷役が夜間となる。そのため、照明設備
等を整備することで、荷役の安全性、効率性を図る。

○港湾概要
敦賀港は、背後に関西圏・中京圏を擁する重要港湾であり、韓国・中国

との国際定期航路及び北海道などとの国内定期航路が就航している。ま
た、鞠山北地区の背後には石炭火力発電所やセメント工場が立地するな
ど、物流・人流ともに重要な役割を果たしている。

敦賀港

鞠山南地区 該当箇所

鞠山北地区

川崎･松栄地区
金ケ崎地区

蓬莱･桜地区

凡 例
ふ頭用地

新規就航RORO船（近海郵船なのつ）
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出典：港湾管理者調べ

敦賀港の内貿RORO貨物量の推移
（敦賀～苫小牧航路）

主な案件の予定箇所(新規航路の就航に合わせた利便性の向上)

≪中2日で輸送が可能≫
〇苫小牧発 最速パターン

1日目 20:30
苫小牧出港

2日目 21:00
敦賀入港

2日目 22:00
敦賀出港

3日目 17:00
博多入港

1日目 22:00
博多出港

2日目 17:00
敦賀入港

2日目 25:00
敦賀出港

4日目 01:00
苫小牧入港

〇博多発 最速パターン

敦賀-苫小牧航路
（H14.6就航･週6便）

敦賀港を中心としたRORO船ネットワークの形成

敦賀-博多航路
（H31.4就航･週6便）

※R1.7.1から2隻体制となり週6便化

苫小牧港

敦賀港

博多港

近海郵船は、モーダルシフトの促進及び既設航路である
「敦賀港－苫小牧港」と新規航路を接続することにより、
九州－北海道間に最速・高頻度の海上ルート新輸送
サービスを提供することを目標とし、RORO船新規定期航
路「敦賀港－博多港」を開設。

夜間荷役の様子

設置した照明

RORO船
敦賀-博多航路
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主な案件の予定箇所(貨客の動線分離等による安全性・効率性の向上)

○事業概要
新港区では、以前はふ頭用地が狭隘であり、旅客と荷役作業が交錯し、危

険な状態となっていた。また、上屋については、整備後40年以上が経過し、
老朽化が著しく、施設の安全な利用に支障が生じていた。
このため、奄美･沖縄航路の拠点機能の強化に向けて、岸壁の沖出し等に

より、不足している荷役スペースを確保すると共に、旅客ターミナルの建替
やボーディングブリッジの設置などにより、貨客の動線を分離し、利便性・
安全性の向上を図る。

鹿児島港（新港区） ［港湾管理者：鹿児島県］

11

鹿児島港

該当箇所

○港湾概要
鹿児島港は、錦江湾のほぼ中央に位置する重要港湾であり、背後に鹿児島

市を抱え南九州における経済活動を支えている。新港区は、奄美・沖縄航路
のフェリーが４隻体制にて１便/日就航（毎日発着）し、ライフラインの確
保や離島地域の広域的な経済活動の維持のために重要な海上輸送拠点である
とともに地域の生活航路として重要な役割を果たしている。

施設名 全体事業費
事業期間
（年度）

過年度
実績額

令和元年度
事業費

上屋 38.6億円 H22－R1
33.3億円

(設計・建築)
5.3億円
(建築)

ふ頭用地 22.0億円 H22－R1
21.2億円

(造成・舗装)
0.9億円
(舗装)

凡 例
上屋
ふ頭用地

鹿児島港

本港区

中央港区

鴨池港区

新港区

8:30～18:00は2隻同時着岸 14

Web「地理院地図」より国土交通省作成



主な案件の予定箇所(貨客の動線分離等による安全性・効率性の向上)

11

【整備後】
・乗客の乗降と荷役作業が完全に分離、安全性が向上
・ふ頭用地が拡大し、荷役作業が効率化

【整備前】
・ふ頭用地が狭いうえに乗客と貨物が混在
・築造40年以上が経過し、上屋等港湾施設が老朽化

凡 例
起債事業（上屋）
起債事業（ふ頭用地）
他事業

耐震強化
岸壁（-9m）

岸壁（-4.5m）

岸壁（-7.5m）

物揚場（-4m）

駐車場

臨港道路
緑地

旅客ターミナル
ボーディングブリッジ
スカイデッキ

上屋 上屋

上屋

上屋

旅客ターミナル

臨港道路

整備後の水際線

【整備前（H23.1）】

【現状（H30.12）】

貨客の輻輳 狭隘な荷役
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